
 
 

 
 上田市の医療費助成制度は、福祉の増進と子育て支援に寄与することを目的に、病気やけがなどによる受診

や処方箋による投薬を受けた時の自己負担金を助成する制度です。県内の医療機関（病院・薬局など）の窓口

で「福祉医療費受給者証」を提示することで、助成を受けることができます。 

 
 

出生から１８歳
到達後の最初の
３月３１日まで 



 

 

  

障がい者・高齢者  

母子・父子家庭等  

●【手続きに必要なもの】 

加入している医療保険情報のわかる証明書等（マイナンバーと保険証が紐づいている方はマイ

ナンバーカード、資格確認証)、振込口座の預金通帳等 

障がい者の方は、障がい者手帳、障がい年金証書（手帳を交付されていない 65歳以上の方） 

転入等で１月１日現在上田市に居住がない場合、「高齢者」・「障がい者」・「母子・父子家庭等」

に該当する方は、前住所地発行の所得課税控除証明書（所得額、住民税の課税状況、扶養人数

がわかるもの）または、マイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカード、マイナンバー

入り住民票） 

 
 

医師が認めた柔道整復・鍼灸等の施術、補そう具等も含まれます。 
医療保険による治療の自己負担分が対象となります。 

※医療機関や薬局（処方元ごと）が、1か月ごとに通院と入院でそれぞれ作成する診療・調剤明細書 



 

 
●受給者証を提示しないで受診した場合や、遡って受給者証の交付があった場合は、医療機関等に遡りの 
 報告処理を依頼し、できない場合は市役所窓口で支給の申請をしてください。 
 



 

 
 

受診時の医療保険情報のわかる証明書等 



 
 

 
 

 

資格区分／通院・入院

身体障害者手帳１級

身体障害者手帳２級

身体障害者手帳３級

療育手帳　A１

療育手帳　A２

療育手帳　B１

療育手帳　B２

特別児童扶養手当１級

６５歳以上国民年金法施行令

別表該当者

精神障がい者資格区分

精神障害者保健福祉手帳１級

精神障害者保健福祉手帳１級

精神障害者保健福祉手帳２級

精神障害者保健福祉手帳２級

→

→

→

→

→

→

→

通院のみ

通院・入院

配偶者及び
扶養義務者所得

（所得のある方毎で判定）
本人所得

母または父の所得額

扶養親族
等の数

0人

１人

上記の所得制限の
限度額以内の者

3,820,000

3,440,000

3,060,000

所得税非課税世帯

本人が所得税非課税であり、扶養義務者の所得が特別障害
者手当を受給できる範囲内

上記の所得制限の限
度額以内の者

令和6年10月まで 令和6年11月から

3,980,000

3,600,000

要　　　件 　　　　所　得　制　限　額　　　　　　　　　　

2,680,000

2,300,000

1,920,000

2,840,000

2,460,000

2,080,000

市町村県民税非課税世帯に属する者

通院のみ

3,220,000

障 が い 者

低 所 得
高 齢 者

児　童 所得は問わない

通院・入院

通院・入院

67歳以上70歳未満
（２割までは自己負担）

3,120,000

3人

特 別 障 害 者 手 当 所 得 制 限 の 限 度 額

２人

３人

6,287,0003,604,000

3,984,000 6,536,000

（単位：円）

5人 4,260,000

４人

５人

4,364,000 6,749,000

4,744,000 6,962,000

4人 3,880,000

5,124,000 7,175,000

5,504,000 7,388,000

2,740,000

2人

1人

3,500,000

2,360,000

出生から１８歳到達後
最初の３月３１日まで

対　象　者

母子家庭　・父子
家庭の要件に該
当した母子及び父
子

児童扶養手当所得制限の限度額 （単位：円）

扶養親族等の数 扶養義務者等

0人

【 注 意 事 項 】

所得制限対象

者の資格は８

月 から翌年７

月末までです。

毎年６ 月に更

新審査があり

ま すの で 、 そ

れまでに本人

及び家族の確

定申告等の税

申告が必要で

す。なお、１月

１日 に上田市

以外に住所が

あった 場合に

は前住所地発

行の所得課税

控除証明書等

が 必要で す。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

上田市役所     （福祉課）           ℡ 23－5130（直通） 

℡ 22－4100（代表） 

丸子地域自治センター（市民サービス課）  ℡ 42－1118 

真田地域自治センター（市民サービス課）  ℡ 72－2203 

武石地域自治センター（市民サービス課）  ℡ 85－2068 

＜母子・父子家庭等の福祉医療資格取得については下記へ＞ 

子育て・子育ち支援課（ひとまちげんき・健康プラザうえだ）                    

℡ 23－5106 

   

  
 

  
 

 
 

 

  
 

  
 

   

  
 

補そう具、鍼灸マッサージ等

の治療費の支給申請  

 

 
  

健康保険組合等から発行された支給

決定通知書 

 
 

 

 がい 

消す？ 

事　　由 提出書類等 手続きに必要なもの

出生・転入・新規取得 福祉医療費受給者証交付申請書
・加入している医療保険情報のわかる証明書等
・口座の通帳等
・障がい区分の場合は障害者手帳

死亡 福祉医療費に関する変更届出書
・福祉医療費受給者証
・死亡者以外の親族の口座の通帳等

福祉医療費受給者証の
紛失・汚損

福祉医療費受給者証再交付申請書 ・窓口来庁者の本人確認書類等

口座変更 福祉医療費に関する変更届出書
・福祉医療費受給者証
・新たに登録する口座の通帳等

医療保険変更 福祉医療費に関する変更届出書 ・新しく加入した医療保険情報のわかる証明書等

住所、氏名の変更 福祉医療費に関する変更届出書 ・窓口来庁者の本人確認書類等

障害者手帳の等級変更・更新 福祉医療費受給者証再交付申請書

・新しい障害者手帳
（登録内容と変更がある場合、以下のもの）
・口座の通帳等
・加入している医療保険情報のわかる証明書等

県外受診、鍼灸マッサージ等の
治療費の支給申請書

福祉医療費給付金支給申請書
・治療代の領収書（コピー可）
・福祉医療費受給者証
・加入している医療保険情報のわかる証明書等

 治療用補そう具等の支給申請
 小児用弱視等の治療用眼鏡
 （９歳未満対象）支給申請
 ※更新条件有り

福祉医療費給付金支給申請書

・補そう具・眼鏡の領収書（コピー可）
・医師の指示書、診断書（コピー可）
・医療保険からの治療費の支給決定通知等
・福祉医療費受給者証
・加入している医療保険情報のわかる証明書等

市民税非課税世帯で医療費の
支払いが著しく困難な場合に、
窓口医療費負担分 のみ１か月
間貸付する制度

福祉医療費資金貸付資格認定申請書
納税状況調査同意書　　等

※事前申請及び認定審査あり

・福祉医療費受給者証
・加入している医療保険情報のわかる証明書等
・印鑑
・そのほか必要書類（所得課税証明書等）


